
○
財
務
省
告
示
第
四
百
十
八
号 

○
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
（
二
千
四
年

）
新
潟
県
中
越
地
震
に
つ
い
て
の
特
定
災
害
の
指
定
及
び
こ
れ
に
よ
り
相
当
な
損
害
を
受
け
た
地
域
の
指
定
に
関
す
る

件
（
平
成
十
六
年
十
一
月
財
務
省
告
示
第
四
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
十
一
月
四

日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

平
成
十
七
年
十
一
月
二
日 

財
務
大
臣 

谷
垣 

禎
一 

 
 

平
成
十
六
年
（
二
千
四
年
）
新
潟
県
中
越
地
震
に
つ
い
て
の
特
定
災
害
の
指
定
及
び
こ
れ
に
よ
り
相
当
な
損
害
を
受

け
た
地
域
の
指
定
に
関
す
る
件
（
平
成
十
六
年
十
一
月
財
務
省
告
示
第
四
百
七
十
五
号
）
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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潟 
 

 
 

県 

都 

道 

府 

県 

長
岡
市
の
う
ち
、
古
志
種
苧
原
、
古
志
虫
亀
、
古
志
竹
沢
、
古
志
東
竹
沢
、

古
志
南
平 

指 
 

 
 

定 
 

 
 

地 
 

 
 

域 


